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（
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
よ
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
各
活
動
の

実
施
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
件
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
よ
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
各
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
、

国
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
該
活
動
を
外
国
の
領
域
で
実
施
す
る
場
合
の
当
該
外
国
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
人
道
復
興
支
援
活
動

１

イ
ラ
ク
及
び
ク
ウ
ェ
ー
ト

、

、

、

２

我
が
国
の
領
域
か
ら
１
に
掲
げ
る
国
に
至
る
地
域
に
所
在
す
る
経
由
地

人
員
の
乗
降
地

物
品
の
積
卸
し
・
調
達
地

部
隊
の
活
動
に
係
る
慣
熟
訓
練
の
た
め
の
地
域
及
び
装
備
品
の
修
理
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
場
所
又
は
地
域
の
間
の
移
動
に

際
し
て
通
過
す
る
地
域
と
な
る
国
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３

イ
ラ
ク
と
国
境
を
接
す
る
国
及
び
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
沿
岸
国
並
び
に
こ
れ
ら
の
国
相
互
間
及
び
こ
れ
ら
の
国
と
１
に
掲
げ

。

、

。

る
国
と
の
間
で
行
わ
れ
る
移
動
と
連
絡
に
際
し
て
通
過
す
る
地
域
と
な
る
国

た
だ
し

１
及
び
２
に
掲
げ
る
国
を
除
く

二
、
安
全
確
保
支
援
活
動

一
に
掲
げ
る
人
道
復
興
支
援
活
動
を
実
施
す
る
国


